
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議

参
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院
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会

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
一
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・
復
興
等
に
向
け
た
資
金
需
要
に
適
切
に
応
え
る
と
い
う
喫
緊
の
課
題
が
生
じ
て
い
る
中

で
、
我
が
国
経
済
に
金
融
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
十
分
認
識
し
、
企
業
等
の
実
情
に
応
じ
た
適
切
な
資
金
供
給
を
行
う
と
と

も
に
、
ア
ジ
ア
の
メ
イ
ン
マ
ー
ケ
ッ
ト
た
る
市
場
の
実
現
に
向
け
て
、
今
後
と
も
資
本
市
場
及
び
金
融
業
の
基
盤
強
化
を
図

る
こ
と
。

一

無
登
録
業
者
に
よ
る
未
公
開
株
等
の
勧
誘
や
震
災
の
義
援
金
・
復
興
資
金
の
募
集
を
装
っ
た
詐
欺
な
ど
の
違
法
・
悪
質
な

取
引
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
本
法
に
よ
り
整
備
さ
れ
る
措
置
を
含
め
た
制
度
の
実
効
性
あ
る
運
用
に
努
め
る
こ

と
。

一

公
認
会
計
士
監
査
制
度
及
び
会
計
の
専
門
家
の
活
用
に
関
し
て
は
、
会
計
を
め
ぐ
る
国
際
的
な
動
向
や
、
公
認
会
計
士
試

験
合
格
者
数
の
適
正
な
規
模
に
つ
い
て
の
議
論
な
ど
を
踏
ま
え
、
そ
の
在
り
方
を
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

ま
た
、
公
認
会
計
士
に
よ
る
監
査
を
充
実
・
強
化
し
て
い
く
た
め
、
専
門
職
業
家
団
体
に
よ
る
自
主
規
律
の
重
要
性
に
配

意
し
て
、
そ
の
自
主
規
制
を
活
用
し
た
有
効
か
つ
効
率
的
な
監
督
を
行
う
こ
と
。

一

一
部
の
企
業
年
金
基
金
に
お
い
て
多
額
の
損
失
や
大
幅
な
積
立
金
不
足
が
発
生
し
て
い
る
実
態
に
鑑
み
、

資
産
の
管
理

運
用
を
委
託
さ
れ
て
い
る
金
融
機
関
等
の
業
務
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
の
業
務
に
関
し
、
適
切
な
検
査
・
監
督
を
行

い
、
基
金
に
係
る
受
託
者
の
責
任
・
注
意
義
務
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
配
意
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


